
門真市水道事業ビジョン策定業務委託プロポーザル評価基準 

 

１ 審査及び評価 

門真市水道事業ビジョン策定業務委託プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、

提案内容を公平かつ客観的に評価し、最適な委託事業者を選定するため、プロポーザル参加者の企画提

案書類を受け、プレゼンテーションを実施し、評価基準に基づき総合的に審査及び評価を行う。 

 

２ 選定方法 

⑴ 選定委員は、企画提案書の内容について、「門真市水道事業ビジョン策定業務委託プロポーザル

評価基準表」（以下「評価基準表」という。）に基づき、提案者ごとに採点を行う。 

⑵ 「評価基準表」の評価項目ごとに採点し、合計点数の満点は780点である。 

⑶ 全評価項目を合算した評価点（以下「総合評価点」という。）が満点（780点）の６割である最低

基準点（468点）に満たない提案者は対象外とし、選定委員ごとに総合評価点が高い提案者順に順位

をつける。また、同点の場合は上位順位で同順位とする。 

⑷ ⑶の順位結果を順位点に換算（１位：５点、２位：４点、３位：３点、４位：２点、５位：１

点）し、審査日に出席したすべての選定委員による順位点の合計値（以下「総合点」という。）が

一番高い提案者を受注候補者として選定する。 

⑸ 総合点が一番高い提案者が２者以上あるとき（同点のとき）は、次の順位で優位に評価するもの

とする。  

①評価項目における「企画提案項目」の評価点の合計が高い者 

②評価項目における「その他、独自提案等」の評価点の合計が高い者 

③提案価格が低い者（内容評価の項目において、順位が決定しない場合） 

⑹ 評価点の算出方法としては、「評価基準表」に基づき、５段階評価とし、各段階の配点は次のと

おりとする。 

 

 

 

  

提案の評価 
配点 

20点 15点 10点 ５点 

非常に優れた提案 20点 15点 10点 ５点 

優れた提案 16点 12点 ８点 ４点 

標準的な提案 12点 ９点 ６点 ３点 

やや低い水準の提案 ８点 ６点 ４点 ２点 

低い水準の提案 ４点 ３点 ２点 １点 



 

評価項目 評価基準 配点 

基本 

審査 
会社概要 

・会社の規模、経営状況等について問題はないか。 

・個人情報保護関連の資格等について 

10点 

企画 

提案 

実施計画 

・業務に対する考え方、実施にあたっての方針 

・仕様書の内容を踏まえた記載となっているか。 

・業務のスムーズな移行が図れるスケジュールとなっているか。 

・より良いスケジュールの提案がなされているか。 

５点 

人員体制 

・適正かつ十分な業務従事者が配置されているか。 

・急な欠員や繁忙期業務に支障をきたさない体制が確立している

か。 

15点 

配置予定技術

者の実績及び

保有資格 

・十分な実務経験を有しているか。 

・過去に関わった同種業務における十分な実績を有しているか。 

・専門的な能力や資格を保有しているか。 

15点 

現状認識 
・門真市の現状について、十分に認識しているか。 

・提案された内容は、本市の現状の把握・分析に有効か。 

５点 

水道事業ビジ

ョン策定業務 

・財政計画の策定に係る支援 

・投資計画に係るアドバイザリー業務（財政計画との整合の図り

方その他支援の内容） 

・投資・財政計画その他必要な検討を踏まえた経営目標の検討及

び設定に係る支援 

・経営課題の整理及び分析並びに経営改善に向けた支援 

・水道事業ビジョンの取りまとめに係る支援 

20点 

アセットマネ

ジメント策定

業務 

・計画策定に係る支援 

・策定時における関係計画との調整・連携経験 

20点 

水道料金改定

計画策定業務 

・水道料金の水準の妥当性の検証方法 

・水道料金を改定する場合の支援 

20点 

経営審議会運

営支援業務 

・水道事業ビジョンの策定並びに水道料金の改定の過程における

必要な審議会及び議会への対応等に係る支援 

10点 

その他、 

独自提案

等 

冊子作成 

（本編・概要

版） 

・成果品質を高める独自の技術提案がなされているか。 

・誰もが見やすく、わかりやすい門真市水道事業ビジョン策定に

向けた提案がなされているか。 

５点 

独自提案 

・市民サービスの向上、事務の効率化に向け、課題や問題点を把

握した取組み方法等の提案がなされているか。 

・その他仕様書に定める事項以外において、独自の効果的な提案

がなされているか。 

５点 

総合評価点 130点 

 


